
4 諸活動の計画
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(2) 自衛消防隊

安 全 班 ＊ガス、電気、危険物施設、火気使用設備、空調・排煙各設備等の安全措置等の防火戸の閉鎖
等の措置を行う。教務部

指 揮 班 ＊自衛消防隊の全般を指揮及び火災の推移に応じて各種情報を収集して、隊長の判断を補佐
する。また非常放送を通じて全館に必要な指示を行う。事務部

＊１１９番の通報及びその確認並びに指示。
部外・内部関係先へ必要事項の通報、連絡、火災情報の収集にあたる。

＊１１９番の通報及び隊長への連絡をし、その後必要な情報を指揮班又は通報連絡班に伝達す
ると共に、他の班に対する連絡、支援等を必要に応じて行う。

＊消火器、屋内消火栓設備等を火災状況に応じて、積極的に使用して初期消火を行うと共に消
火隊の消火作業に協力する。
＊消火を発見した場合は、躊躇することなく直ちにその状況に応じて避難経路を判断し、笛の使
用や大声を出すなどして、安全な場所へ誘導する。
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理事長 校長 消防用設備等・建築設備担当

（副校長）

学 科 長 防 災 教 育 訓 練 担 当
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事 務 長 火 災 予 防 対 策 担 当 事 務 部
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学 科 主 任 避 難 対 策 担 当 教 務 部
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